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令和６年９月６日～９月２４日 

町議会定例会会議録 

 令和６年９月６日第４回上三川町議会定例会は、上三川町役場議場に招集された。 

１．応招議員は、次のとおりである。 

   第１番 隅内 和男   第２番 松本 信明 

   第３番 鶴見 典明   第４番 田﨑 幸夫 

   第５番 上村 康幸   第６番 篠塚 啓一 

   第７番 志鳥 勝則   第８番 海老原友子 

   第９番 勝山 修輔   第10番 津野田重一 

   第11番 田村  稔   第12番 稲見 敏夫 

   第13番 小川 公威   第14番 稲川  洋 

２．出席議員は、次のとおりである。 

   第１番 隅内 和男   第２番 松本 信明 

   第３番 鶴見 典明   第４番 田﨑 幸夫 

   第５番 上村 康幸   第６番 篠塚 啓一 

   第７番 志鳥 勝則   第８番 海老原友子 

   第９番 勝山 修輔   第10番 津野田重一 

   第11番 田村  稔   第12番 稲見 敏夫 

   第13番 小川 公威   第14番 稲川  洋 

３．欠席議員 

   なし 

４．職務のため本会議に出席した者は、次のとおりである。 

   議会事務局長 大山 光夫  書記（総務係長） 諏訪 満里 

   書記（主査） 山崎 圭美 

５．地方自治法第１２１条の規定により出席した者は、次のとおりである。 

   町  長      星野 光利    副 町 長      和田 裕二 

   教 育 長      氷室  清    総務課長      星野 和弘 

   企画課長      柴  光治    税務課長      信夫 一行 

   住民課長      髙橋 文枝    地域生活課長    沢邉  孝 

   健康福祉課長    海老原昌幸    子ども家庭課長   浜野 知子 

   農政課長兼農業委員会事務局長 松本 勝彦    商工課長      保坂 武志 

   都市建設課長    神永  理    建築課長      星野 敏克 

   上下水道課長    猪瀬 保夫    会計管理者兼会計課長 日野 妙子 

   教育総務課長    佐藤 史久    生涯学習課長    深谷  昇 

   デジタル推進室長  田仲 進壽    代表監査委員    舘野 治信 

６．本会議の事件は、次のとおりである。 



 

   日程第１  会議録署名議員の指名 

   日程第２  会期の決定 

   日程第３  報告第７号 議会の委任による専決処分の報告について（町道に係る事故の和解に

関する専決処分） 

   日程第４  報告第８号 議会の委任による専決処分の報告について（町道に係る事故の和解に

関する専決処分） 

   日程第５  報告第９号 令和５年度上三川町一般会計継続費の精算報告について 

   日程第６  報告第10号 令和５年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

   日程第７  報告第11号 公益財団法人上三川町農業公社の経営状況について 

   日程第８  議案第48号 町長の専決処分の承認を求めることについて（令和６年度上三川町一

般会計補正予算（第２号）に関する専決処分） 

   日程第９  議案第49号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

   日程第10  議案第50号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

   日程第11  議案第51号 工事請負契約の締結について（庁舎内部大規模改修工事） 

   日程第12  議案第52号 工事請負契約の締結について（橋梁補修工事） 

   日程第13  議案第53号 上三川町国民健康保険条例の一部改正について 

   日程第14  議案第54号 栃木県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

   日程第15  議案第55号 上三川町障がい者等支援施設の設置及び管理に関する条例の一部改正

について 

   日程第16  議案第56号 令和６年度上三川町一般会計補正予算（第３号） 

   日程第17  議案第57号 令和６年度上三川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

   日程第18  議案第58号 令和６年度上三川町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

   日程第19  議案第59号 令和６年度上三川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

   日程第20  議案第60号 令和６年度上三川町下水道事業会計補正予算（第１号） 

   日程第21  議案第61号 令和５年度上三川町一般会計歳入歳出決算の認定について 

   日程第22  議案第62号 令和５年度上三川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

   日程第23  議案第63号 令和５年度上三川町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

   日程第24  議案第64号 令和５年度上三川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

   日程第25  議案第65号 令和５年度上三川町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

   日程第26  議案第66号 令和５年度上三川町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

て 

   日程第27  議案第67号 令和５年度上三川町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につ



 

いて 
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午前１０時００分 開議 

○議長【稲川 洋君】 皆さん、御起立ください。 

（全員起立） 

○議長【稲川 洋君】 おはようございます。 

（議員・執行部 一同礼） 

○議長【稲川 洋君】 御着席ください。 

 令和６年第４回上三川町議会定例会の開催に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

 本定例会は、令和５年度決算を審議し、行政のチェック機関としての議会の大変重要な会議でありま

す。議員各位には、慎重かつ町民目線での審議を十分に尽くされ、町民の負託に応えられますよう期待

いたします。また、議会運営につきましても御協力をお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。 

 それでは、ただ今から令和６年第４回上三川町議会定例会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

 なお、議場内が大変暑くなっておりますので、上着の脱衣を許します。 

 ただ今出席している議員は１４人です。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【稲川 洋君】 日程に入る前に諸般の報告をいたします。 

 議会事務局長に報告させます。議会事務局長。 

○議会事務局長【大山光夫君】 それでは、諸般の報告をいたします。 

 まず、監査関係では、例月現金出納検査結果が令和６年５月分から７月分までの３カ月及び令和６

年７月に実施された財政援助団体等監査結果報告書が提出されております。 

 また、組合議会関係では、令和６年第２回石橋地区消防組合会議臨時会審議結果及び令和６年第２回

小山広域保健衛生組合会議臨時会議審議結果が提出されております。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長【稲川 洋君】 諸般の報告内容につきましては、お手元に配付の資料のとおりであります。 

 それでは、日程に入ります。本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【稲川 洋君】 日程第１、会議録署名議員の指名を議題といたします。 

 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員に、７番・志鳥勝則君、８番・海老原友子君を指

名いたします。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【稲川 洋君】 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 本定例会の会期につきましては、過日、議会運営委員会で慎重に審議され、お手元に配付のとおりで

あります。 

 会期日程案について、議会運営委員長の報告を求めます。８番、海老原友子君。 

（８番・議会運営委員長 海老原友子君 登壇） 

○８番・議会運営委員長【海老原友子君】 本日招集されました令和６年第４回町議会定例会の会期・
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運営につきまして、議長より諮問され、８月６日及び８月２７日に議会運営委員会を開き協議をいたし

ましたので、その結果について御報告いたします。 

 本定例会に執行部から付議された案件は、報告５件、議案２０件で、一般質問通告者は８人でありま

す。 

 会期につきましては、本日９月６日から９月２４日までの１９日間といたしました。 

 １日目の本日は、会期の決定後、議案の全てを上程し、議案第４８号からの町長専決処分の承認につ

いて及び議案第５６号から議案第６０号までの補正予算については、委員会付託を省き、提案理由を説

明後、全体質疑・討論を行い、本日採決を願います。 

 議案第４９号及び議案第５０号につきましては、人事案件のため、提案理由の説明後、質疑・討論を

省き、採決をお願いいたします。 

 議案第５１号から議案第５５号までについては、提案理由説明後、質疑を行い、所管の常任委員会に

付託し、審査をお願いいたします。 

 なお、付託する委員会は、お手元の付託案件一覧表のとおりであります。 

 議案第６１号から議案第６７号までの各会計決算の認定については、提案理由の説明後、全体質疑を

行い、議会の運営に関する要綱第２６条の定義に基づき決算特別委員会を設置し、３日間の予定で審査

をお願いいたします。 

 なお、決算特別委員会の委員につきましては、各常任委員会から３人を選考していただき、副議長を

加え、計７人でお願いしたいということで、議会運営委員会において決定をいたしました。本会議の中

で委員会設置の際に議長からお諮りいただきたいと思います。 

 ２日目、３日目は休会といたします。 

 ４日目、５日目は一般質問をくじで決定した順番により８人が行います。４日目、４人、５日目、４

人といたしました。 

 ６日目は休会とし、７日目、８日目は常任委員会を開き、付託案件の審査をお願いいたします。 

 なお、委員会の開会は午前９時でお願いいたします。 

 ９日目、１０日目、１１日目は休会とし、１２日目から１４日目は決算特別委員会を開き、令和５年

度決算の審査をお願いいたします。 

 なお、決算特別委員会の開会は午前９時で願います。 

 １５日から１８日までは休会といたしますが、１５日目におきましては各委員会の審査結果報告書の

作成日といたしましたので、常任委員会委員長及び決算特別委員長は報告書の取りまとめをお願いしま

す。 

 １９日目を最終日として、各委員長より付託案件の審査結果報告をいただき、質疑・討論・採決を行

い、全議案を議了としたいと思います。 

 また、最終日には、総務文教常任委員会の視察研修結果報告並びに広報委員会等の研修に係る議員派

遣及び議会運営委員会の閉会中の所掌事務の調査に対し採決をお願いします。 

 なお、諸般の都合で日程に変化があった場合は、議長において取り計らいをお願いいたします。 

 以上をもちまして、議会運営委員会としての報告を終わります。 
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○議長【稲川 洋君】 お諮りいたします。本定例会の会期は、委員長報告のとおり、本日から２４日

までの１９日間にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【稲川 洋君】 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から２４日までの１９日間と決

定いたしました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【稲川 洋君】 日程第３、報告第７号「議会の委任による専決処分の報告について（町道に係

る事故の和解に関する専決処分）」から、日程第７、報告第１１号「公益財団法人上三川町農業公社の

経営状況について」までの５議案を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただ今上程になりました報告第７号から報告第１１号までを一括説明いたしま

す。 

 報告第７号「議会の委任による専決処分の報告について」、御説明いたします。 

 令和６年５月１３日午後７時３０分頃、上三川町大字西汗１２８番２地先における町道１－２１号線

の道路舗装の破損により相手方自動車のタイヤを損傷させたことについて、地方自治法第１８０条第１

項の規定により指定された町長の専決処分事項に基づき、事故についての和解を専決処分いたしました

ので、同条第２項の規定により議会に報告するものでございます。 

 次に、報告第８号の「議会の委任による専決処分の報告について」につきましては、令和６年５

月１３日午後１１時３０分頃、上三川町大字西汗１２８番２地先における町道１－２１号線の道路舗装

の破損により相手方自動車のタイヤを損傷させたことについて、地方自治法第１８０条第１項の規定に

より指定された町長の専決処分事項に基づき、事故についての和解を専決処分いたしましたので、同条

第２項の規定により議会に報告するものでございます。 

 次に、報告第９号「令和５年度上三川町一般会計継続費の精算報告について」につきましては、令

和４年度及び令和５年度の２カ年事業として継続費を設定し、実施しました庁舎・設備維持修繕事業及

びプレハブ冷凍庫・コンテナ洗浄機等改修事業が完了いたしましたので、地方自治法施行令第１４５条

第２項の規定により精算報告するものでございます。 

 庁舎・設備維持修繕事業につきましては、全体計画として事業費１億９,０６９万６,０００円、実績

として事業費１億８,１６２万１,２２０円で、全体計画に対する実績は９０７万４,７８０円の減とな

りました。年割額、支出済額及び財産につきましては、記載のとおりでございます。 

 続きまして、プレハブ冷凍庫・コンテナ洗浄機等改修事業につきましては、全体計画として総事業

費５,０８３万９,０００円、実績として総事業費４,６２０万円で、全体計画に対する実績は４６３

万９,０００円の減となりました。年割額、支出済額及び財源につきましては、記載のとおりでござい

ます。 

 次に、報告第１０号「令和５年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について」につきましては、

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、健全化判断
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比率及び資金不足比率を監査委員に審査いただき、その意見を付して議会に報告し、公表することとさ

れておりますので、ここに報告するものでございます。 

 健全化判断比率につきましては、実質赤字比率と連結実質赤字比率は赤字がありませんので該当なし

となり、実質公債費比率は７.３％、将来負担比率は充当可能財源等が将来負担額を上回るため、該当

なしとなりました。 

 また、資金不足比率のうち、水道事業会計、下水道事業会計及び農業集落排水事業特別会計のいずれ

も資金の不足額が生じていないため、該当なしとなりました。 

 いずれの指標も早期健全化基準又は経営健全化基準を下回っておりますので、本町の財政は健全と言

えるものでございます。今後も、これらの指標を踏まえながら健全な財政運営に努めてまいります。 

 次に、報告第１１号「公益財団法人上三川町農業公社の経営状況」につきましては、地方自治法

第２４３条の３第２項の規定により、上三川町農業公社の経営状況について当該法人の毎事業年度の事

業計画及び決算を議会に報告するものでございます。 

 農業公社の令和５年度の決算額は、経常収益計２,５７９万５,７７７円、経常費用計２,６２２

万７,２９１円でございます。 

 また、令和６年度の予算額は、経常収益計３,５４４万１,０００円、経常費用計３,５８７

万４,０００円でございます。不足額の４３万３,０００円につきましては、経常外の一般正味財産より

補塡するものでございます。 

 農業公社の経営状況についての詳細は、お手元の資料を御覧いただきたいと存じます。 

 以上で報告第７号から報告第１１号までの説明を終わります。 

○議長【稲川 洋君】 提案理由の説明が終わりましたが、報告第７号から報告第１１号までにつきま

しては、これをもって終わります。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【稲川 洋君】 日程第８、議案第４８号「町長の専決処分の承認を求めることについて（令

和６年度上三川町一般会計補正予算（第２号）に関する専決処分）」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただ今上程になりました議案第４８号「町長の専決処分の承認を求めることに

ついて」御説明いたします。 

 本案件は、令和６年度上三川町一般会計補正予算（第２号）につきまして、国のデフレ完全脱却のた

めの総合経済対策に基づき実施する物価高騰対応定額減税補足給付金事業費につきまして、新たに判明

した対象者への給付に対応するため、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき７月１９日付で専決

処分を行ったものでございます。 

 歳入につきましては、国庫補助金で物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を増額補正し、歳出に

つきましては、総務費において物価高騰対応定額減税補足給付金の給付に係る事業費を増額補正いたし

ました。 

 この結果、歳入歳出予算の総額にそれぞれ８,８２２万円を増額し、補正後の歳入歳出予算の総額
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を１４２億６,３１２万４,０００円としたものでございます。 

 以上で説明を終わります。慎重審議の上、御承認くださいますようお願いいたします。 

○議長【稲川 洋君】 提案理由の説明が終わりました。これから質疑に入ります。質疑はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長【稲川 洋君】 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【稲川 洋君】 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決いたします。 

 議案第４８号「町長の専決処分の承認を求めることについて（令和６年度上三川町一般会計補正予算

（第２号）に関する専決処分）」を承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【稲川 洋君】 起立多数です。したがって、議案第４８号は承認することに決定いたしました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【稲川 洋君】 日程第９、議案第４９号「教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただ今上程になりました議案第４９号「教育委員会委員の任命につき同意を求

めることについて」、御説明いたします。 

 本案件は、来る９月３０日をもちまして教育委員の関美恵氏が任期満了となるために、後任に上蒲生

在住の星真紀子氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定に

基づき、議会の同意を求めるため、提案するものでございます。 

 以上で説明を終わります。慎重審議の上、御同意くださいますようお願いいたします。 

○議長【稲川 洋君】 提案理由の説明が終わりましたが、本件については質疑・討論を省略し、直ち

に採決したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【稲川 洋君】 異議なしと認めます。したがって、議案第４９号は質疑・討論を省略すること

に決定いたしました。 

 これから採決いたします。 

 議案第４９号「教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて」、これに同意することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【稲川 洋君】 起立全員です。したがって、議案第４９号は同意することに決定いたしました。 

    ────────────────────────────────────── 
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○議長【稲川 洋君】 日程第１０、議案第５０号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めるこ

とについて」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただ今上程になりました議案第５０号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見

を求めることについて」、御説明いたします。 

 本案件は、現在、本町に置かれている６人の人権擁護委員のうち、篠原光枝氏が本年１２月３１日を

もって任期満了となることから、その後任に仁平和希氏を推薦するため、人権擁護委員法の規定に基づ

き、議会に意見を求めるものでございます。 

 仁平氏は社会的にも信望が厚く、人権擁護について深い理解をお持ちの方でありますので、適任者で

あると考えます。 

 以上で説明を終わります。慎重審議の上、御承認くださいますようお願いいたします。 

○議長【稲川 洋君】 提案理由の説明が終わりましたが、本件については質疑・討論を省略し、直ち

に採決したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【稲川 洋君】 異議なしと認めます。したがって、議案第５０号は質疑・討論を省略すること

に決定いたしました。 

 これから採決いたします。 

 議案第５０号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて」、原案のとおり人権擁

護委員候補者として適任であるとすることに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【稲川 洋君】 起立全員です。したがって、議案第５０号は原案のとおり人権擁護委員候補者

として適任であるとすることに決定いたしました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【稲川 洋君】 日程第１１、議案第５１号「工事請負契約の締結について（庁舎内部大規模改

修工事）」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただ今上程になりました議案第５１号「工事請負契約の締結について」、御説

明いたします。 

 本案件は、上三川町しらさぎ１丁目１番地の庁舎内部大規模改修工事を実施するための工事請負契約

で、地方自治法及び町条例の規定に基づき、議会の議決に付すべき契約に当たりますので、提出するも

のでございます。 

 契約の内容は、契約金額２０億５,７００万円で、契約の相手方は渡辺建設株式会社でございます。 

 以上で説明を終わります。慎重審議の上、可決くださいますようお願いいたします。 

○議長【稲川 洋君】 提案理由の説明が終わりました。これから質疑に入るわけですが、質疑の後、
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本議案については、お手元の付託案件一覧表のとおり所管の委員会に付託しますので、質疑の内容につ

きましては、努めて基本的な事項としてください。 

 なお、所属する委員会の内容につきましては委員会において質疑をお願いいたします。 

 また、以降の議案においても、委員会に付託する議案に係る質疑については同様の取扱いをお願いい

たします。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【稲川 洋君】 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【稲川 洋君】 日程第１２、議案第５２号「工事請負契約の締結について（橋梁補修工事）」

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただ今上程になりました議案第５２号「工事請負契約の締結について」、御説

明いたします。 

 本案件は、上三川町大字梁地内の上梁橋で橋梁補修工事を実施するための工事請負契約で、地方自治

法及び町条例の規定に基づき、議会の議決に付すべき契約に当たりますので、提出するものでございま

す。 

 契約の内容は、契約金額６,４６８万円で、契約の相手方は株式会社東昭こすもでございます。 

 以上で説明を終わります。慎重審議の上、可決くださいますようお願いいたします。 

○議長【稲川 洋君】 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 なお、質疑の後、本議案についても、お手元の付託案件一覧表のとおり所管の委員会に付託いたしま

す。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【稲川 洋君】 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【稲川 洋君】 日程第１３、議案第５３号「上三川町国民健康保険条例の一部改正について」

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただ今上程になりました議案第５３号「上三川町国民健康保険条例の一部改正

について」、御説明いたします。 

 本案件は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正

する法律の一部施行により国民健康保険法の一部が改正となったことに伴い、本条例を改正するもので

ございます。 
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 以上で説明を終わります。慎重審議の上、可決くださいますようお願いいたします。 

○議長【稲川 洋君】 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 なお、質疑の後、本議案につきましても、お手元の付託案件一覧表のとおり所管の委員会に付託いた

します。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【稲川 洋君】 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【稲川 洋君】 日程第１４、議案第５４号「栃木県後期高齢者医療広域連合規約の変更につい

て」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただ今上程になりました議案第５４号「栃木県後期高齢者医療広域連合規約の

変更について」、御説明いたします。 

 本案件は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正

する法律の一部施行により、令和６年１２月２日以降、現行の被保険者証等が発行されなくなることに

伴い、栃木県後期高齢者医療広域連合規約の変更が必要となるため、地方自治法第２９１条の１１の規

定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

 以上で説明を終わります。慎重審議の上、可決くださいますようお願いいたします。 

○議長【稲川 洋君】 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 なお、質疑の後、本議案についても、お手元の付託案件一覧表のとおり所管の委員会に付託いたしま

す。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【稲川 洋君】 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【稲川 洋君】 日程第１５、議案第５５号「上三川町障がい者等支援施設の設置及び管理に関

する条例の一部改正について」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただ今上程になりました議案第５５号の「上三川町障がい者等支援施設の設置

及び管理に関する条例の一部改正について」、御説明いたします。 

 本案件は、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴い、引用

する法律に条項ずれが生じたため、本条例の一部を改正するものでございます。 

 以上で説明を終わります。慎重審議の上、可決くださいますようお願いいたします。 

○議長【稲川 洋君】 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 
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 なお、質疑の後、本議案についても、お手元の付託案件一覧表のとおり所管の委員会に付託いたしま

す。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【稲川 洋君】 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【稲川 洋君】 日程第１６、議案第５６号「令和６年度上三川町一般会計補正予算（第３

号）」から日程第２０、議案第６０号「令和６年度上三川町下水道事業会計補正予算（第１号）まで

の５議案を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただ今上程になりました議案第５６号から議案第６０号までを一括して御説明

いたします。 

 まず、議案第５６号「令和６年度上三川町一般会計補正予算（第３号）」について御説明いたします。 

 今回の補正予算は、児童手当の制度改正や新型コロナワクチンの定期接種化など、当初予算に見込む

ことができなかったもののほか、額の確定した普通交付税や臨時財政対策債、前年度決算に基づく繰越

金や基金繰入額等を補正するとともに、今後の財政運営の安定性に配慮することとして編成したもので

ございます。 

 歳入の主なものにつきまして、地方交付税では普通交付税を増額補正いたします。国庫支出金では、

児童手当及び物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を増額補正いたします。県支出金では、児童手

当及び学校・家庭・地域連携協力推進事業を増額補正いたします。繰入金では、特別会計の前年度事務

費の確定等により繰入額をそれぞれ増額補正いたします。また、財政調整基金繰入金を減額補正し、生

涯学習センター整備基金繰入金を増額補正いたします。繰越金では、令和５年度決算からの繰越金を増

額補正いたします。諸収入では、新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金について増額補正いたし

ます。町債では、庁舎大規模改修に係る起債額を減額補正する一方、農村地域防災減災事業に係る起債

額及び道路新設改良事業に係る起債額を増額補正いたします。 

 続いて、歳出の主なものについて、総務費ではＤＸ推進事業費について増額補正いたします。また、

公共施設等総合管理基金に積立てをいたします。民生費では、児童手当の制度改正により増額補正いた

します。衛生費では、新型コロナワクチン定期接種実施のため、増額補正いたします。農林水産業費で

は、農村地域防災減災事業早期着手のため、増額補正いたします。土木費では、道路整備事業について、

緊急性が高い改良工事の早期着手のため、増額補正いたします。消防費では、自主防災組織活動事業に

おける補助金について増額補正いたします。教育費では、ＯＲＩＧＡＭＩプラザ案内標識看板に係る工

事費を増額補正いたします。更に、繰越明許費を第２表のとおり、債務負担行為を第３表のとおり、地

方債を第４表のとおり、それぞれ補正いたします。 

 この結果、歳入歳出予算の総額に５億４,３５６万４,０００円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総

額を１４８億６６８万８,０００円とするものでございます。 
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 次に、議案第５７号「令和６年度上三川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）」について

御説明いたします。 

 歳入では、前年度繰越金の確定による増、歳出では、保険給付費等交付金の精算に係る返還による増

及び前年度一般会計繰入金の精算に伴う一般会計繰出金の増で、歳入歳出予算の総額に６,３３９

万１,０００円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を２９億６,１０６万１,０００円とするもので

ございます。 

 次に、議案第５８号「令和６年度上三川町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）」について御説

明いたします。 

 歳入では、前年度繰越金の増、歳出では、前年度事業費の精算に伴う介護給付費準備基金積立金及び

国庫負担金等償還金の増などで、歳入歳出予算の総額に２億５,３５１万８,０００円を追加し、補正後

の歳入歳出予算の総額を２６億６,１５１万８,０００円とするものでございます。 

 次に、議案第５９号「令和６年度上三川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」について御

説明いたします。 

 歳入では、一般会計繰入金の増及び前年度繰越金の額の確定による増、歳出では、前年度一般会計繰

入金の精算に伴う一般会計繰出金の増などで、歳入歳出予算の総額に１７３万７,０００円を追加し、

補正後の歳入歳出予算の総額を３億８,８７３万７,０００円とするものでございます。 

 次に、議案第６０号「令和６年度上三川町下水道事業会計補正予算（第１号）」について御説明いた

します。 

 今回の補正は、下水道事業経営戦略改定等業務におきまして令和７年度にかけて実施することとした

ため、継続費のみの補正をするものでございます。 

 以上で各補正予算の説明を終わります。 

 なお、詳細につきましては各所管課長より説明させていただきますので、慎重審議の上、可決くださ

いますようお願いいたします。 

○議長【稲川 洋君】 所管課長の説明を求めます。企画課長。 

○企画課長【柴 光治君】 それでは、議案第５６号「令和６年度上三川町一般会計補正予算（第３

号）」につきまして説明させていただきます。 

 歳入から説明いたしますので、補正予算書の１２、１３ページを御覧ください。 

 ２の歳入でございます。第１０款地方交付税、第１項１目７,９２７万８,０００円の増額は、額の確

定によるものでございます。 

 次に、第１４款国庫支出金、第１項国庫負担金、１目民生費負担金１億５,１４６万１,０００円の増

額は、２節児童福祉費負担金で、児童手当の制度改正によるものでございます。次に、第２項国庫補助

金、１目総務費補助金３,２３９万４,０００円の増額は、１節総務管理費補助金で、対象となる世帯の

増加によるものです。次に、民生費補助金４１２万１,０００円の増額は、主に児童手当制度改正に伴

う事務費を見込むものです。次に、４目土木費補助金２,７４３万６,０００円の増額は、主に１節道路

橋梁費補助金で、内示額の確定によるものです。 

 次に、第１５款県支出金、第１項県負担金、１目民生費負担金７５６万９,０００円の増額は、児童
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手当の制度改正によるものです。第２項県補助金、６目土木費補助金４４万３,０００円の増額につき

ましては、民間住宅耐震診断件数の増加によるものでございます。８目教育費補助金２６２

万４,０００円の増額は、主に３節社会教育費補助金で、学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金

の額の確定によるものでございます。 

 第１８款繰入金、第１項特別会計繰入金、１目国民健康保険事業特別会計繰入金２６８万８,０００

円、２目介護保険事業特別会計繰入金５,２８３万５,０００円、３目後期高齢者医療特別会計繰入

金１４６万円のそれぞれの増額は、前年度の精算によるものです。１４ページ、１５ページをお開き願

います。１目財政調整基金繰入金３億６,５５３万３,０００円の減額は、今回の補正予算に伴う財源調

整でございます。６目生涯学習センター整備基金繰入金９,９８０万１,０００円の増額につきましては、

生涯学習センター整備基金条例廃止に伴う一般会計への繰入れでございます。 

 次に、第１９款繰越金、第１項１目４億１,２６０万７,０００円の増額は、１節前年度繰越金の額の

確定によるものです。 

 次に、第２０款諸収入、第４項雑入、３目４,１１６万８,０００円の増額は、コロナ接種に伴う一般

社団法人新薬・未承認薬等研究開発支援センターからの助成金を見込むものです。 

 第２１款第１項町債、１目総務債４,１３０万円の減額は、歳出のほうで説明があるかと思いますが、

庁舎大規模改修事業で工事請負費の減額を今回の補正予算で提出させていただいているところでござい

ますが、減額見合い分を減額するものです。２目農林水産債７２０万円の増額は、事業費の増によるも

のです。３目土木債２,６５０万円の増額につきましては、内示額の確定によるものです。６目臨時財

政対策債８１万２,０００円の増額につきましては、額の確定によるものです。 

 以上で、歳入の説明を終わりにさせていただきます。 

○議長【稲川 洋君】 総務課長。 

○総務課長【星野和弘君】 続きまして、３の歳出について御説明いたします。１６、１７ページを御

覧ください。 

 第２款総務費、第１項総務管理費、１目一般管理費３,９１１万６,０００円の増額は、１２節委託料

で、文書管理システム及び庶務事務システム導入によるものでございます。２目財産管理費、１４節工

事請負費５,５０４万４,０００円の減額、１７節備品購入費５,５０４万４,０００円の増額、こちらは

庁舎大規模改修の備品、机、椅子等を工事と別発注とするために予算を組み替えるものでございます。 

 以上です。 

○議長【稲川 洋君】 企画課長。 

○企画課長【柴 光治君】 続きまして、１０目情報管理費、１２節委託料６６万円、１３節使用料及

び賃借料２８万６,０００円の増額は、公会計システムに電子決裁を導入するための経費を計上するも

のです。 

 以上です。 

○議長【稲川 洋君】 デジタル推進室長。 

○デジタル推進室長【田仲進壽君】 続きまして、１１目デジタル推進費でございます。 

 補正額１,５９７万８,０００円の増につきましては、上三川町ＤＸ推進計画における重点取組み事項
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に沿って住民の利便性向上及び業務効率化に資する経費を計上いたしました。今回は三つの重点取組み

事項に係る補正予算を計上しておりますので、重点取組み事項ごとに御説明させていただきます。 

 まず一つ目は、フロントヤード改革の推進でございまして、いわゆる書かない窓口を実現するための

経費といたしまして、１０節事業費の消耗品費２６万４,０００円、１２節委託料の事務機器保守４６

万２,０００円、搬入現場調整３０９万３,０００円、１３節使用料及び賃借料５２８万円のうち５０６

万６,０００円、１７節備品購入費５２２万９,０００円のうち５０８万５,０００円を計上いたしまし

た。 

 二つ目でございますが、ＡＩ・ＲＰＡの利用推進ということでございまして、ＡＩ文字起こしツール

の導入経費を計上させていただきました。１３節使用料及び賃借料５２万８,０００円のうち２１

万４,０００円と１７節備品購入費５２２万９,０００円のうち１４万４,０００円を計上したものでご

ざいます。 

 最後に、三つ目としまして、デジタル原則に基づく条例等の点検、見直しでございまして、業務支援

経費として１２節委託料の各種業務支援１６５万円を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長【稲川 洋君】 建築課長。 

○建築課長【星野敏克君】 続きまして、１２目施設管理費９,９８０万６,０００円の増額につきまし

ては、２４節積立金の増額で、生涯学習センター整備基金の残金を公共施設等総合管理基金及び利子に

積み立てることによる増額をするものでございます。 

 以上です。 

○議長【稲川 洋君】 住民課長。 

○住民課長【髙橋文枝君】 第３項戸籍住民基本台帳費、２目住民情報管理費、１２節委託料２４６

万８,０００円の増額は、住民基本台帳ネットワークシステムの機器の更新に当たり、法改正等に伴う

業務アプリケーションの機能拡大等に伴う費用の増額でございます。 

 以上です。 

○議長【稲川 洋君】 健康福祉課長。 

○健康福祉課長【海老原昌幸君】 続きまして、第３款民生費、第１項社会福祉費、１目社会福祉総務

費について御説明いたします。３,２３９万４,０００円の増額補正につきましては、政府のデフレ完全

脱却のための総合経済対策等における物価高への支援として、令和６年度に新たに住民税非課税世帯と

なった世帯等に対する給付金において対象世帯数が当初より上回る見込みのため、補正するもので

す。１０節需用費の２万７,０００円の増額補正は返信用封筒印刷に係る費用を、また、１１節役務費

の１１万７,０００円の増額補正は郵送料及び振込手数料でございます。１８節負担金、補助及び交付

金の３,２２５万円の増額補正は、１世帯に対する給付額１０万円を３００世帯分、子供加算分５万円

を４５人分計上したものです。 

 次に、２目障害者福祉費、２２節償還金、利子及び割引料５５０万９,０００円の増額補正は、令

和５年度の障害者自立支援給付費等の額の確定に伴う国県への返還金でございます。 

 次に、１８、１９ページをお開き願います。５目老人福祉費、２７節繰出金５６万円の増額補正は、
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後期高齢者医療特別会計の人間ドック助成金増額補正に伴う一般会計からの繰出金の補正でございます。 

○議長【稲川 洋君】 子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長【浜野知子君】 続きまして、第２項児童福祉費について御説明させていただきます。 

 １目児童福祉総務費、１０節需用費の３６万７,０００円、１１節役務費の６３万９,０００円、１２

節委託料のうちシステム更新改修の３０８万円及び１９節扶助費の１億６,６６０万円、合計１

億７,０６８万６,０００円の増額補正につきましては、１０月から改正される児童手当制度に要する費

用になります。児童手当制度の改正内容といたしましては、支給対象児童の年齢の上限が高校生年代に

まで延長され、また、第３子以降への支給額の増額などが主なものとなっております。 

 １２節委託料に戻っていただきまして、計画策定１２１万円の増額補正に関しましては、昨年度か

ら２カ年で策定を進めております第３期上三川町子ども・子育て支援事業計画を変更し、子供に関する

施策を一体的に策定する子ども計画として位置づけるため、必要な費用を増額するものです。子ども計

画とする理由といたしましては、本町が勘案すべき栃木県こども計画の骨子案が７月に県から示された

ためです。また、新たな費用が必要となる理由といたしましては、上三川町子ども・子育て支援事業計

画では策定する必要がなかったこども・若者計画も含めて策定する必要が出てきたためでございます。 

 続きまして、２２節償還金、利子及び割引料の２３万９,０００円の増額補正につきましては、令

和５年度児童手当交付金の額の確定に伴う負担金の一部を返還するものです。 

 ２目母子福祉費、８節旅費の７万円の増額補正につきましては、家庭相談員の通勤手当不足金の増

額、２２節償還金、利子及び割引料の７万９,０００円の増額補正につきましては、令和５年度児童虐

待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金の額の確定に伴う補助金の一部を返還するものです。 

 ３目子ども・子育て支援費、２２節償還金、利子及び割引料の１,５００万４,０００円の増額補正は、

令和５年度各事業費の額の確定に伴う国及び県の負担金、補助金の一部を返還するものです。 

 以上です。 

○議長【稲川 洋君】 健康福祉課長。 

○健康福祉課長【海老原昌幸君】 続きまして、第４款衛生費、第１項保健衛生費、１目保健衛生総務

費、２２節償還金、利子及び割引料３,０００円の増額補正は、令和５年度健康増進事業費確定に伴い、

県補助金の一部を返還するものです。 

 同じく、２目予防費、１０節需用費１２万４,０００円から１８節負担金、補助及び交付金１１

万８,０００円までの増額補正は、新型コロナウイルスワクチンが予防接種法の改正により令和６年度

から予防接種法上の定期接種に位置づけられたことに伴い、今年度、町が実施する予防接種に係る費用

を計上するものです。１０節需用費は予診票印刷に係る費用となります。１２節委託料及び１８節負担

金、補助及び交付金は、個別接種に係る費用を計上するものです。２２節償還金、利子及び割引

料７４４万９,０００円の増額補正は、令和５年度新型コロナウイルスワクチン接種事業における国庫

負担金、補助金の事業費確定に伴う返還金の増額補正でございます。 

 ３目健康増進事業費、２２節償還金、利子及び割引料８万８,０００円の増額補正は、令和５年度の

自殺対策強化交付金事業費確定に伴う県補助金の返還金でございます。 

 ６目がん・結核等対策費、２２節償還金、利子及び割引料２万６,０００円の増額補正は、令和５年
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度のがん検診総合支援費確定に伴う国補助金の返還金でございます。 

 第４款衛生費に伴う説明は以上です。 

○議長【稲川 洋君】 農政課長。 

○農政課長【松本勝彦君】 ページ変わりまして、２０ページ、２１ページをお開き願います。 

 第６款農林水産業費、第１項農業費、３目農業振興費３,０００円の増につきましては、２２節償還

金、利子及び割引料で、令和５年度の多面的機能支払交付金の実績報告に伴い、交付金の返還が生じた

ため、補正するものでございます。 

 次に、５目農地費９８７万２,０００円の増につきましては、１２節委託料１８３万７,０００円の増

は、ほ場再整備事業におきまして整備区域の変更が生じたため、地形図作成等調査費を増額するもので

ございます。また、１８節負担金、補助及び交付金８０３万５,０００円の増につきましては、県営で

進めております赤沢川の農村地域防災減災事業において、国庫補助金の追加配分がありまして事業を前

倒しして実施することとなったため、県への負担金を増額するものでございます。 

 以上です。 

○議長【稲川 洋君】 都市建設課長。 

○都市建設課長【神永 理君】 続きまして、第８款土木費の説明をさせていただきます。 

 第２項道路橋梁費、２目道路維持費、１２節委託料３５０万円の増額補正につきましては、道路維持

管理業務委託におきまして修繕や除草が必要な箇所の増加に伴い増額するものです。また、１４節工事

請負費２,０００万円の増額補正につきましては、西汗地内の町道１－２１号線におきまして、舗装の

傷みが激しい箇所の修繕に必要な工事費を増額するものです。 

 次に、３目道路新設改良費、１４節工事請負費５,７９０万円の増額補正につきましては、社会資本

整備総合交付金の交付決定額確定に伴い増額するものです。この増額予算によりまして、坂上地内の町

道１－１６号線の道路整備事業におきまして、緊急性が高い五差路交差点の改良工事を実施する予定で

す。 

 次に、４目橋梁維持費、１４節工事請負費８００万円の減額補正につきましては、国土交通省道路局

所管補助金の交付決定額確定に伴い減額するものです。 

 土木費の説明は以上です。 

○議長【稲川 洋君】 建築課長。 

○建築課長【星野敏克君】 続きまして、第５項住宅費、１目住宅管理費１７７万３,０００円の増額

につきましては、１２節委託料の増額で、ブロック塀の実態調査に関わる業務委託及び民間住宅耐震診

断士派遣事業の追加による増額をするものでございます。 

 以上です。 

○議長【稲川 洋君】 総務課長。 

○総務課長【星野和弘君】 続きまして、第９款第１項消防費、５目災害対策費、１８節負担金、補助

及び交付金３５万円の増額は、自主防災組織活動事業の申請が当初予定より増加したことによるもので

ございます。 

 以上でございます。 
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○議長【稲川 洋君】 生涯学習課長。 

○生涯学習課長【深谷 昇君】 続きまして、第１０款教育費、第４項社会教育費、１目社会教育総務

費につきましては、放課後子ども教室、地域未来塾に対する県費補助金である学校・家庭・地域連携協

力推進事業補助金が当初の見込みより増額することになったため、２０５万２,０００円を一般財源よ

り国県支出金に組み替えるものでございます。 

 続きまして、２目生涯学習センター費、補正額３７３万８,０００円の増額は、８節旅費で、会計年

度任用職員の通勤手当に不足が生じることから１２万４,０００円を増額し、１４節工事請負費におい

て、既存の上三川町役場いきいきプラザ案内標識５カ所に新たにＯＲＩＧＡＭＩプラザの表記を加える

工事を実施するため、３６１万４,０００円を増額するものでございます。 

 続きまして、２２ページ、２３ページを御覧ください。 

 ５目文化財保護費、補正額３４３万２,０００円の増額は、１０節需用費で国登録有形文化財生沼家

住宅店舗及び母屋において、２階の床の高さで建物を巡る横架材であるはりの一種である胴差が北壁部

分で劣化していることが目視で確認されていたことから、本年度当初予算で修繕に関わる費用を計上し

たところでございますが、詳細な確認を行ったところ、雨水の浸入によって広範囲で劣化が認められた

ことから、修繕部分の拡大、また、当該部分に雨水の浸入を防ぐ措置等を追加で実施する必要から増額

するものでございます。 

 続きまして、第５項保健体育費、１目保健体育総務費、補正額７１万３,０００円の増額は、いずれ

も中学校の休日の部活動地域移行に向けた実証事業が補助事業として採択されたことに伴い、実証事業

実施に必要な経費を計上するもので、７節報償費６１万円の増額は指導者謝礼として、１０節需用費８

万円の増額は活動実施に必要な消耗品代を、１１節役務費２万３,０００円の増額は指導者の保険料と

して計上するものでございます。 

 以上です。 

○議長【稲川 洋君】 企画課長。 

○企画課長【柴 光治君】 それでは、ページのほうをお戻りいただきまして、６ページでございま

す。６ページを御覧ください。 

 第２表繰越明許費補正、追加でございます。第２款総務費、第１項総務管理費で、内部事務システム

導入業務３,９１１万６,０００円につきましては、令和６年度内の事業完了が困難であるため、繰越明

許するものでございます。 

 次に、第３表債務負担行為補正、追加でございます。アナログ規制見直し・点検支援業務委託におい

て、期間を令和７年度まで、限度額を２２０万円に設定するものでございます。 

 次に、第４表地方債補正、変更でございます。表に記載のとおり、１の庁舎大規模改修から最下段の

臨時財政対策債までにつきまして、先ほど歳入で説明させていただいたように、補正前の限度額を補正

後の限度額にそれぞれ変更するものでございます。 

 以上をもちまして、「令和６年度上三川町一般会計補正予算（第３号）」の説明を終わりにさせてい

ただきます。 

    ────────────────────────────────────── 
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○議長【稲川 洋君】 説明途中ですが、ここで１５分間の休憩を行います。 

午前１１時００分 休憩 

 

午前１１時１４分 再開 

○議長【稲川 洋君】 休憩前に復しまして会議を再開いたします。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【稲川 洋君】 住民課長。 

○住民課長【髙橋文枝君】 それでは、議案第５７号「令和６年度上三川町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第２号）」につきまして御説明いたします。 

 補正予算書の１２、１３ページをお開き願います。２の歳入から御説明いたします。 

 第７款第１項繰入金、２目基金繰入金２,１８０万５,０００円の減額は、前年度繰越金の増額により

財源が確保されたため、減額するものです。 

 第８款第１項１目繰越金８,５１９万６,０００円の増額につきましては、前年度繰越金の額の確定に

よるものでございます。 

 続きまして、次の１４、１５ページをお開き願います。３の歳出について御説明いたします。 

 第９款諸支出金、第１項償還金及び還付加算金、５目保険給付費等交付金返還金６,０７０

万３,０００円は、前年度の保険給付費等交付金の額の確定による返還金でございます。第２項繰出

金、１目一般会計繰出金２６８万８,０００円の増額は、前年度の事業費確定に伴う一般会計の返還金

でございます。 

 以上で、議案第５７号「令和６年度上三川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）」の説明

を終わります。 

○議長【稲川 洋君】 健康福祉課長。 

○健康福祉課長【海老原昌幸君】 続きまして、議案第５８号「令和６年度上三川町介護保険事業特別

会計補正予算（第１号）」について御説明いたします。 

 補正予算書の１２ページ、１３ページをお開き願います。２の歳入から御説明いたします。 

 第４款第１項支払基金交付金、２目地域支援事業支援交付金の５万７,０００円の増額補正につきま

しては、令和５年度事業確定に伴う地域支援事業費の追加交付分を計上するものでございます。 

 第６款財産収入、第１項財産運用収入、１目利子及び配当金の６,０００円の増額補正につきまして

は、介護給付費準備基金の積立てに伴う利子によるものでございます。 

 第８款第１項１目繰越金の２億５,３４５万５,０００円の増額補正につきましては、令和５年度決算

に伴う繰越額の確定によるものでございます。 

 続きまして、１４ページ、１５ページをお開き願います。３の歳出について御説明いたします。 

 第４款第１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金の１億４００万８,０００円の増額補正に

つきましては、令和５年度事業費確定に伴う精算額を介護給付費準備基金に積み立てるものでございま

す。 

 第５款諸支出金、第１項償還金及び還付加算金、２目償還金の９,６５４万４,０００円の増額補正に
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つきましては、令和５年度の事業費確定に伴い、介護給付費負担金で９,２２２万７,０００円を、地域

支援事業費負担金で３８２万６,０００円を、低所得者保険料軽減負担金で４９万１,０００円を国県社

会保険診療報酬支払基金へ返還するものでございます。 

 同じく、第５款第２項繰出金、１目一般会計繰出金の５,２８３万５,０００円の増額補正につきまし

ては、令和５年度の事業費確定に伴う一般会計への返還金でございます。 

 次の第６款第１項１目予備費の１３万１,０００円の増額補正につきましては、令和５年度の事業費

確定に伴う予備費の増額でございます。 

 以上で介護保険事業特別会計補正予算の説明を終わります。 

○議長【稲川 洋君】 住民課長。 

○住民課長【髙橋文枝君】 続きまして、議案第５９号「令和６年度上三川町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）」につきまして御説明いたします。 

 補正予算書の１２、１３ページをお開き願います。２の歳入から御説明いたします。 

 第３款繰入金、第１項一般会計繰入金、１目事務費繰入金５６万円の増額は、歳出でも御説明いたし

ますが、人間ドック費用助成の増額に伴い、一般会計からの事務費を繰入れするものでございます。 

 第５款第１項繰越金、１目前年度繰越金１１７万７,０００円の増額につきましては、前年度繰越金

の額の確定によるものでございます。 

 １４、１５ページをお開き願います。３の歳出について御説明いたします。 

 第１款総務費、第１項総務管理費、１目一般管理費、１８節負担金、補助及び交付金５６万円の増額

は、人間ドック受診者の増加が見込まれることに伴い、増額するものでございます。 

 第３款諸支出金、第２項繰出金、１目一般会計繰出金１４６万円は、前年度の事業費確定に伴う一般

会計の返還金でございます。 

 第４款第１項１目予備費２８万３,０００円の減額は、歳入歳出補正の端数を調整するものでござい

ます。 

 以上で、議案第５９号「令和６年度上三川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」の説明を

終わります。 

○議長【稲川 洋君】 上下水道課長。 

○上下水道課長【猪瀬保夫君】 続きまして、議案第６０号「令和６年度上三川町下水道事業会計補正

予算（第１号）」について御説明します。 

 補正予算書の４ページをお開きください。継続費に関する調書です。 

 収益的支出、第１款下水道事業費用、第１項営業費用、下水道事業経営戦略改定等業務としまして、

期間は令和６年度から令和７年度まで、総額を５５０万円、年割り額を記載のとおりと定めるものです。 

 なお、既定の収入及び支出額に変更はございません。 

 以上で、議案第６０号「令和６年度上三川町下水道事業会計補正予算（第１号）」について説明を終

わります。 

○議長【稲川 洋君】 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませ

んか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長【稲川 洋君】 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【稲川 洋君】 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから順次、採決いたします。 

 議案第５６号「令和６年度上三川町一般会計補正予算（第３号）」を原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【稲川 洋君】 起立多数です。したがって、議案第５６号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５７号「令和６年度上三川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）」を原案の

とおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【稲川 洋君】 起立全員です。したがって、議案第５７号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５８号「令和６年度上三川町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）」を原案のとお

り決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【稲川 洋君】 起立全員です。したがって、議案第５８号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５９号「令和６年度上三川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」を原案のと

おり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【稲川 洋君】 起立全員です。したがって、議案第５９号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６０号「令和６年度上三川町下水道事業会計補正予算（第１号）を原案のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【稲川 洋君】 起立多数です。したがって、議案第６０号は原案のとおり可決されました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【稲川 洋君】 日程第２１、議案第６１号「令和５年度上三川町一般会計歳入歳出決算の認定

について」から日程第２７、議案第６７号「令和５年度上三川町下水道事業会計剰余金の処分及び決算

の認定について」までの７議案を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただ今上程になりました議案第６１号から議案第６７号までの決算の認定関係

につきまして、各会計決算の概要について一括して御説明いたします。 

 別冊でお配りしました「令和５年度上三川町一般会計・特別会計、水道事業会計及び下水道事業会計

決算の概要と主要施策の説明書」を御覧いただきたいと存じます。 
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 ２ページをお開きください。一般会計につきましては、当初予算額１２０億３,４００万円、継続費

及び繰越事業費１８億８,７０１万５,０００円を計上し、その後、総額４億５４９万円の増額補正を行

い、最終予算総額は１４３億２,６５０万５,０００円となりました。歳入決算額は１４３億４,８０３

万４,５７５円、前年度と比較して１６億３,０７６万４９３円、１２.８％の増となりました。また、

歳出決算額は１３４億７,０６９万３,５７３円、前年度と比較して１８億６,６４９万７,２３９

円、１６.１％の増となりました。この結果、形式的な収支差引額は８億７,７３４万１,００２円とな

りました。実質収支は７億１,２６０万７,３５０円の黒字となり、これを次年度に繰り越すことになり

ます。 

 次に、歳入について、構成比は、町税４５.０％、国庫支出金１７.５％、繰越金７.８％、町

債６.５％の順になっています。財源別では、収入調達の分類で自主財源８３億１,２８５万１,０００

円、構成比５７.９％、依存財源６０億３,５１８万４,０００円、構成比４２.１％、使途の分類で、一

般財源９９億４３２万２,０００円、構成比６９.０％、特定財源４４億４,３７１万３,０００円、構成

比３１.０％となりました。 

 続いて、歳出について、構成比は、民生費３３.９％、教育費２０.４％、土木費９.９％、総務

費９.１％の順になっています。また、性質別構成比では、扶助費２０.８％、普通建設事業

費１８.５％、補助費等１８.２％、物件費１４.０％の順になっています。義務的経費、任意的経費の

区分では、義務的経費５３億４,８３２万４,０００円、構成比３９.７％、任意的経費８１億２,２３７

万円、構成比６０.３％となりました。また、消費的経費・投資的経費・その他の経費の区分では、消

費的経費８８億６,７７１万７,０００円、構成比６５.８％、投資的経費２４億９,４３９万４,０００

円、構成比１８.５％、その他の経費２１億８５８万３,０００円、構成比１５.７％となりました。 

 なお、町債の令和５年度末現在高は６０億８,０６４万９,０７４円です。 

 以上が一般会計決算の概要であり、主な事務事業の概要と成果については５ページ、６ページに目を

通していただきたいと思います。 

 次に、特別会計等について、会計別に順を追って御説明いたします。７ページをお開きください。 

 まず、国民健康保険事業特別会計決算は、歳入２９億７,９５２万９,２１５円、前年度対

比５,９５６万７,３７５円、２.０％の増、歳出２８億５,６８０万６６５円、前年度対比２,２１７

万１,７１０円、０.８％の減、差引き１億２,２７２万８,５５０円を次年度に繰り越すことになりまし

た。 

 次に、介護保険事業特別会計決算は、歳入２５億１,００９万３,９７８円、前年度対比１億１６９

万８,８１２円、４.２％の増、歳出２２億５,３０７万７,２６９円、前年度対比６,２６４万６,８３２

円、２.９％の増で、差引き２億５,７０１万６,７０９円を次年度に繰り越すことになりました。 

 次に、後期高齢者医療特別会計決算は、歳入３億２,６３８万５,４６９円、前年度対比１,７６４

万３,５５９円、５.７％の増、歳出３億２,２１４万２,２０３円、前年度対比１,７０２万６,１６１

円、５.６％の増で、差引き４２４万３,２６６円を次年度に繰り越すことになりました。 

 次に、農業集落排水事業特別会計決算は、歳入３億１,４５７万９,２２６円、前年度対比１,９１１

万２,４０２円、５.７％の減、歳出３億１,０３７万１３６円、前年度対比７６５万８,２２６
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円、２.４％の減で、差引き４２０万９,０９０円を次年度に繰り越すことになりました。 

 次に、水道事業について、給水戸数１万１,８８０戸、給水人口２万８,８７９人、給水区域内普及率

が９３.４％となり、前年度と同率となりました。 

 収益的収入及び支出の決算は、収入総額６億１,５７２万９９８円、支出総額５億４,１９５

万５,９３７円となりました。 

 次に、資本的収入及び支出の決算は、収入総額１,２８５万円、支出総額３億１,５４５万４,３８５

円となりました。 

 最後に、下水道事業について、接続戸数９,３４６戸、接続人口２万２,３１３人、接続率

は８８.６％となり、前年度より０.６ポイント減少しました。 

 収益的収入及び支出の決算は、収入総額８億６,７０６万９,０５０円、支出総額８億３,４５１

万７,８８３円となりました。 

 次に、資本的収入及び支出の決算は、収入総額６億２,５５９万８１２円、支出総額６億８,８６９

万９,７０９円となりました。 

 以上で、令和５年度における各会計決算の概要と、主要施策の成果について説明を終わります。 

 なお、決算書の内容につきましては、会計管理者及び上下水道課長より説明させていただきます。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【稲川 洋君】 会議の途中ですが、ここで昼食のため休憩いたします。再開は午後１時より行

いますので、よろしくお願いします。 

午前１１時３５分 休憩 

 

午後１時００分 再開 

○議長【稲川 洋君】 休憩前に復して会議を再開いたします。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【稲川 洋君】 続きまして、会計管理者及び上下水道課長の説明を求めます。会計管理者。 

○会計管理者【日野妙子君】 それでは、令和５年度決算書を御用意ください。 

 先ほど町長より決算の概要と主要施策について説明がございましたので、重複しないよう、主なもの

について御説明いたします。 

 一般会計の歳入から御説明いたします。１３、１４ページをお開きください。 

 第１款町税、右側１４ページ一番上の段、左から２列目、収入済額は６４億５,０８６万６５８円で

ございます。 

 前年度と比較いたしまして７,３２６万１,０８２円の増となりました。これは主に個人所得の増など

により個人町民税が増加したためでございます。その右側、不納欠損額は１,７２６万３,９６９円で、

内訳は、町民税の個人が８６人、法人が４社、固定資産税が６７人、都市計画税が２０人、軽自動車税

が４４人、実人数では１９２人分を不納欠損いたしました。次に、その右側、収入未済額は１

億２,７９１万６,７５９円で、内訳は、町民税の個人が１,０４６人、法人が２７社、固定資産税

が７０８人、都市計画税が２２１人、軽自動車税が２８４人、実人数では１,４３４人分でございます。
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町税全体の調定額に対する徴収率につきましては、備考欄にありますように９７.８％で、前年度と比

較しまして０.２ポイントの増でございます。 

 続きまして、１７、１８ページをお開きください。 

 第１２款分担金及び負担金、第１項負担金、１目民生費負担金、１節児童福祉費負担金は保育料で、

右側１８ページ一番下、左から２列目、収入済額は５,３４７万４,３２０円、内訳は備考欄記載のとお

りでございます。収入済額の右側、不納欠損額は６５万４,０００円で、過年度１人分でございます。

次に、その右側、収入未済額は１０３万６,２４０円で、現年度４人分、過年度９人分でございます。 

 続きまして、１９、２０ページをお開きください。 

 第１３款使用料及び手数料、第１項使用料、５目土木使用料、３節住宅使用料は、町営住宅及びこれ

に附帯する駐車場の使用料でございます。右側２０ページ下から７段目、左から２列目、収入済額

は２,２７８万３,３６０円、内訳は備考欄記載のとおりでございます。収入済額の二つ右、収入未済額

は３３６万３,０８０円で、１１世帯分でございます。 

 続きまして、３５、３６ページをお開きください。 

 第２０款諸収入、第３項貸付金元利収入、２目住宅新築資金等貸付金元利収入、１節滞納繰越分でご

ざいます。右側３６ページ上から２段目、左から２列目、収入済額は１２万円、内訳は備考欄記載のと

おりでございます。収入済額の二つ右、収入未済額は２,９０４万３,０４６円、内訳は住宅新築資金５

人分、住宅改修資金１人分、宅地取得資金５人分で、貸付実人数は６人分でございます。 

 次の３７、３８ページをお開きください。 

 一番下の段を御覧ください。一般会計歳入合計でございます。右側３８ページ一番左の列、調定額の

合計は１４５億２,７３１万１,６６９円、その右、収入済額の合計は１４３億４,８０３万４,５７５円

で、調定額に対する収入率は９８.８％でございます。 

 続きまして、一般会計歳出について御説明いたします。歳出につきましては、この後予定されており

ます決算特別委員会で各所管課より説明がございますので、私からは予備費充当の主なものを申し上げ

ます。 

 それではまず、６３、６４ページをお開きください。 

 第３款民生費、第１項社会福祉費、２目障害者福祉費、１２節委託料、次の６５、６６ページをお開

きください。右側６６ページ、一番右、備考欄の一番上の段の下の部分になりますが、９５

万７,０００円は、障がい者基本計画策定業務の委託費の増額に伴い、充当したものでございます。 

 続きまして、９３、９４ページをお開きください。 

 第６款農林水産業費、第１項農業費、６目改善センター費、５節原材料費、右側９４ページ、備考欄

の上から６段目、１１７万７,０００円は、落雷により改善センターの高圧開閉器が破損し、交換が必

要となったために充当したものでございます。 

 続きまして、１３３、１３４ページを御覧ください。 

 一番下の段、一般会計歳出合計でございます。左側１３３ページ右から３列目、予算現額の合計

は１４３億２,６５０万５,０００円でございます。右側１３４ページ一番左の列、支出済額の合計

は１３４億７,０６９万３,５７３円で、予算現額に対する執行率は９４.０％でございます。 
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 続きまして、国民健康保険事業特別会計について御説明いたします。１４３、１４４ページをお開き

ください。 

 歳入でございます。第１款保険税、右側１４４ページ一番上の段、左から２列目、収入済額は５

億５,７８０万９,９５６円。その右、不納欠損額は６６９万３,５３６円で、５１人分でございます。

その右、収入未済額は１億３,１５６万８,８１５円で、６９５人分でございます。保険料の調定額に対

する収入率は８０.０％、前年度と比較いたしまして１.９ポイントの増でございます。 

 １４９、１５０ページをお開きください。 

 一番下の段を御覧ください。歳入合計でございます。右側１５０ページ一番左の列、調定額の合計

は３１億１,７７９万１,５６６円、その右、収入済額の合計は２９億７,９５２万９,２１５円で、調定

額に対する収入率は９５.５％でございます。 

 続きまして、１６３、１６４ページをお開きください。 

 一番下の段を御覧ください。歳出合計でございます。左側１６３ページ右から３列目、予算現額の合

計は２８億９,１６４万１,０００円、右側１６４ページ、一番左の列、支出済額の合計は２８

億５,６８０万６６５円で、予算現額に対する執行率は９８.８％でございます。 

 続きまして、介護保険事業特別会計について御説明いたします。１７３、１７４ページをお開きくだ

さい。 

 歳入でございます。第１款保険料、右側１７４ページ一番上の段、左から２列目、収入済額は５

億８,８０３万６１６円、その右、不納欠損額は１７７万４,７００円で、３５人分でございます。その

右、収入未済額は６７３万４,１８０円で、１１８人分でございます。調定額に対する徴収率

は９８.５％で、前年度と比較いたしまして０.１ポイントの増となりました。 

 １７９、１８０ページを御覧ください。 

 歳入合計でございます。右側１８０ページ一番下の段、一番左の列、調定額の合計は２５

億１,８６０万２,８５８円、その右、収入済額の合計は２５億１,００９万３,９７８円で、調定額に対

する収入率は９９.６％でございます。 

 １９３、１９４ページをお開きください。 

 一番左の段を御覧ください。歳出合計でございます。左側１９３ページ右から３列目、予算現額の合

計は２６億２,４２９万５,０００円、右側１９４ページ、一番左の列、支出済額の合計は２２

億５,３０７万７,２６９円で、予算現額に対する執行率は８５.９％でございます。 

 続きまして、後期高齢者医療特別会計について御説明いたします。２０３、２０４ページをお開きく

ださい。 

 歳入でございます。第１款保険料、右側２０４ページ一番上の段、左から２列目、収入済額は２

億５,４４１万１,９００円。その右、不納欠損額は２０万２,８００円で、８人分でございます。その

右、収入未済額は１０１万４,０２３円で、２９人分でございます。保険料の調定額に対する収入率

は９９.５％で、前年度と比較いたしまして０.３ポイントの増となりました。 

 ２０５、２０６ページをお開きください。 

 歳入の合計でございます。右側２０６ページ一番下の段、一番左の列、調定額の合計は３
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億２,７６０万２,２９２円。その右、収入済額の合計は３億２,６３８万５,４６９円で、調定額に対す

る収入率は９９.６％でございます。 

 続きまして、２０９、２１０ページをお開きください。 

 一番下の段を御覧ください。歳出合計でございます。左側２０９ページ右から３列目、予算現額の合

計は３億２,４８５万４,０００円、右側２１０ページ、一番左の列、支出済額の合計は３億２,２１４

万２,２０３円で、予算現額に対する執行率は９９.２％でございます。 

 続きまして、農業集落排水事業特別会計について御説明いたします。２１９、２２０ページをお開き

ください。 

 歳入でございます。第１款分担金及び負担金、第１項分担金、１目農業集落排水事業分担金、１節農

業集落排水事業分担金、右側２２０ページ上から４段目、左から２列目、収入済額は３４９

万７,４００円で、内訳は備考欄記載のとおりでございます。収入済額の二つ右、収入未済額は９１

万９,８００円で、３１人分でございます。 

 続きまして、第２款使用料及び手数料、第１項使用料、１目農業集落排水使用料、１節農業集落排水

使用料、右側２２０ページ上から８段目、左から２列目、収入済額は５,７５６万７,７６０円で、内訳

は備考欄記載のとおりでございます。収入済額の二つ右、収入未済額は１９万８,０３６円で、５１人

分でございます。 

 一番下の段を御覧ください。歳入合計でございます。右側２２０ページ、一番左の列、調定額は３

億１,５６９万７,０６２円、その右、収入済額の合計は３億１,４５７万９,２２６円で、調定額に対す

る収入率は９９.６％でございます。 

 続きまして、２２３、２２４ページをお開きください。 

 一番下の段を御覧ください。歳出合計でございます。左側２２３ページ右から３列目、予算現額の合

計は３億１,４２２万９,０００円、右側２２４ページ、一番左の列、支出済額の合計は３億１,０３７

万１３６円で、予算現額に対する執行率は９８.８％でございます。 

 次に、２２７、２２８ページをお開きください。 

 一般会計、特別会計実質収支に関する調書でございます。実質収支の各会計総合計額は、２２８ペー

ジの右下にありますように１１億８０万４,９６５円で、一般会計及び特別会計は黒字決算となりまし

た。 

 各会計の収支につきましては、町長からの説明にありましたので、省略させていただきます。 

 次に、２３１、２３２ページをお開きください。 

 財産に関する調書でございます。１、公有財産から２３４ページの２の物品につきましては、決算年

度中に増減のあったものにつきまして主なものを御説明いたします。 

 ２３１ページにお戻りください。 

 （１）土地及び建物について御説明いたします。一番下の段、総合計欄を御覧ください。左から２列

目、土地の２,３３０平方メートルの増は、町道３－１２３号線の道路拡幅に伴い、上三川インター南

産業団地の南側に調整池を整備したものでございます。右側２３２ページ一番下の段、総合計欄、右か

ら２列目、建物の延べ面積３,２６３.９６平方メートルの増は、図書館南館を適応指導教室へ変更した
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ことにより、その他の施設が２９６.４６平方メートル減となり、学校が同面積増となりました。更に、

ＯＲＩＧＡＭＩプラザと屋根付広場の新設により、その他の施設が全体で２,９６７.５平方メートル増

となったことによるものでございます。 

 続きまして、次の２３３、２３４ページをお開きください。 

 左側２３３ページ、（３）出資による権利について御説明いたします。表の下から２段目、公益信託

上三川町ふるさと人材育成奨学基金につきましては２８１万３,４００円の減でございます。こちらは、

主に学資給付によるもので、支給件数は１２件でございました。決算年度末の現在高の合計

は９,５２２万３,４１６円となりました。 

 右側２３４ページ、（５）無体財産権について御説明いたします。著作権、商標権とも「ＯＲＩＧＡ

ＭＩのまちかみのかわロゴマーク」の登録により１増となり、決算年度末現在高の合計は、著作権が４

件、商標権が３件となりました。 

 続きまして、２の物品でございますが、詳細につきましては、表のとおりでございますので、省略さ

せていただきます。 

 続きまして、２３５、２３６ページをお開きください。 

 左側２３５ページ、３の債権でございます。住宅新築資金貸付金等は返済による９万８００円の減で、

決算年度末現在高は２,４２７万８,４００円となりました。 

 続きまして、４の基金でございます。財政調整基金から２３７ページ一番下の森林環境譲与税基金ま

での１４基金全体の決算年度末の現在高は６４億６,５９９万９,６０６円でございます。 

 個別の基金につきましては、記載のとおりでございますので、説明は省略させていただきます。 

 次に、２３９、２４０ページをお開きください。 

 印紙等購買基金運用状況調書でございます。印紙、証紙につきましては、旅券事務執行等に伴う印紙、

証紙の購入及び売りさばきでございます。決算年度末現在高はここに記載のとおりでございますので、

説明は省略させていただきます。 

 以上で、一般会計、特別会計決算書の主な内容について説明を終わります。 

○議長【稲川 洋君】 上下水道課長。 

○上下水道課長【猪瀬保夫君】 続きまして、「令和５年度上三川町水道事業会計剰余金の処分及び決

算の認定について」、御説明します。 

 ２４３、２４４ページをお開きください。 

 決算報告書（１）収益的収入及び支出の収入です。第１款水道事業収益は、決算額６億１,５７２

万９９８円で、対前年度比０.７％の増です。第１項営業収益４億８,１４４万２,８３９円は、主に水

道料金と加入金です。第２項営業外収益１億３,４２７万８,１５９円は、主に長期前受金戻入と他会計

補助金です。 

 次に、支出です。第１款水道事業費用、決算額は５億４,１９５万５,９３７円で、対前年度

比５.４％の減です。第１項営業費用５億６２万７,８５５円は、主に経常経費と減価償却費です。第２

項営業外費用４,１３２万８,０８２円は、企業債支払利息等です。 

 次に、２４５、２４６ページをお開きください。 
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 （２）資本的収入及び支出の収入です。第１款水道事業収入は、決算額１,２８５万円で、対前年度

比４７.５％の減です。収入の内訳ですが、第３項負担金１,２８５万円は、消火栓設置及び県事業に伴

う水道管移設等に係る負担金です。 

 次に、支出です。第１款水道事業支出は、決算額３億１,５４５万４,３８５円で、対前年度

比５２.４％の減です。第１項建設改良費１億７,５７６万１,３１１円は、配水管布設等の工事請負費

です。第２項企業債償還金１億３,９６９万３,０７４円は、企業債の元金償還金です。 

 なお、２４５ページの下段に表示しておりますが、決算額において、資本的収入額が資本的支出額に

不足する額３億２６０万４,３８５円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立

金、過年度分損益勘定留保資金をもって補塡したものでございます。 

 また、２４６ページの下段に表示しております建設改良費の翌年度繰越額７,１７７万５,０００円の

財源は、過年度分の損益勘定留保資金をもって充てることとしたものです。 

 続きまして、２４７ページをお開きください。 

 令和５年度水道事業損益計算書について御説明いたします。この計算書は、水道事業の１年間の収益

と費用の状態を明らかにしたものを税抜で表したものです。 

 まず、１の営業収益から２の営業費用を差し引いた営業利益は、一番右の列の中段になります

が、４,７７０万３,３１８円のマイナスでありました。 

 次に、３の営業外収益から４の営業外費用を差し引いた営業外収支は、一番右の列の下から２段目に

ありますように１億８６３万７,６８７円でございました。営業利益と営業外収支を足しました経常利

益は、最下欄にありますように６,０９３万４,３６９円となりました。 

 次のページ、２４８ページに移りまして、当年度純利益は、一番右の列の上から２段目にありますよ

うに、経常利益と同額の６,０９３万４,３６９円で、対前年度比２１６.３％の増となりました。また、

下から２段目にありますように、その他未処分利益剰余金が１億３,９６９万３,０７４円で、こちらは

起債償還に当たり減債積立金を取り崩した額です。 

 最後に、最下段の当年度未処分利益剰余金は、純利益とその他未処分利益剰余金を足しました２

億６２万７,４４３円です。 

 続きまして、２５１ページをお開き願います。 

 令和５年度上三川町水道事業剰余金処分計算書（案）です。先ほど損益計算書で説明しました当年度

未処分利益剰余金の２億６２万７,４４３円のうち、純利益分の６,０９３万４,３６９円を建設改良積

立金の積立てとして、その他未処分利益剰余金の１億３,９６９万３,０７４円を資本金へ繰入れとして

処分するものでございます。 

 なお、この決算に関する報告書としまして、２４９ページの剰余金計算書、２５２ページからのキャ

ッシュフロー計算書、貸借対照表、決算附属書類等を添付しておりますので、御確認ください。 

 以上で、「令和５年度上三川町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」の説明を終わり

ます。 

 続きまして、「令和５年度上三川町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」、御説明

します。 



26 

 ２８１、２８２ページをお開きください。 

 決算報告書（１）収益的収入及び支出の収入です。第１款下水道事業収益は決算額８億６,７０６

万９,０５０円で、対前年度比７.１％の増です。第１項営業収益３億９７６万６,８５０円は、主に下

水道使用料及び雨水処理負担金です。第２項営業外収益５億５,７２９万８,５７０円は、主に長期前受

金戻入、一般会計補助金です。 

 次に、支出です。第１款下水道事業費用、決算額は８億３,４５１万７,８８３円で、対前年度

比５.４％の増です。第１項営業費用７億５,０２８万７,４１２円は、主に経常経費と減価償却費です。

第２項営業外費用８,４３２万４７１円は企業債の支払い利息等です。 

 次に、２８３、２８４ページをお開き願います。 

 （２）資本的収入及び支出の収入です。第１款下水道事業収入は決算額６億２,５５９万８１２円で、

対前年度比１０.３％の減です。第１項企業債１億６,７７０万円は建設改良費に係る借入金です。第２

項出資金１,１８２万５,０００円は一般会計からの出資金です。第３項他会計補助金３億１,３２７

万３,０００円は一般会計からの補助金です。第５項国庫補助金１億１,６１２万５,０００円は、建設

改良費に係る社会資本整備総合交付金を受け入れたものです。第６項負担金１,６６６万７,８１２円は、

受益者負担金及び県事業に伴う下水道管移設等に係る補償金です。 

 次に、支出です。第１款下水道事業支出は決算額６億８,８６９万９,７０９円で、対前年度

比７.８％の減です。第１項建設改良費３億２,４７７万５,５７２円は、雨水整備や下水管敷設等の工

事請負費です。第２項企業債償還金３億６,３９２万４,１３７円は企業債の元金償還金分です。 

 なお、２８３ページの下段に表示しております決算額において、資本的収入額が資本的支出額に不足

する額６,３１０万８,８９７円は、当年度分損益勘定留保資金をもって補塡しています。 

 続いて、２８５ページをお開きください。 

 令和５年度損益計算書について説明します。この計算書は、下水道事業の１年間の収益と費用の状態

を税抜で表したものです。 

 初めに、１、営業収益より２、営業費用を差し引いた営業利益は、一番右の列の中段になります

が、４億４,２７１万３,３６６円のマイナスになっております。一方、３、営業外収益から次の２８６

ページ、４、営業外費用を差し引いた営業外収支は、一番右の列の最上段にありますように、４

億７,５８７万２,１８３円のプラスになっています。営業利益と営業外利益を合計しました経常利益は、

一番右の列の上から２段目にありますように３,３１５万８,８１７円のプラスとなっています。当年度

純利益は、５、特別利益における過年度分損益修正益３,３００円を合わせまして、一番右の列の下か

ら３段目にありますとおり３,３１６万２,１１７円と、対前年度比９５.５％の増となりました。 

 続いて、２８９ページをお開きください。令和５年度上三川町下水道事業剰余金処分計算書（案）で

す。先ほどの損益計算書で説明しました当年度未処分利益剰余金の３,３１６万２,１１７円を減債積立

金へ積立てしまして処分するものでございます。 

 なお、決算に関する報告書といたしまして、２８７ページに剰余金計算書、２９０ページから順にキ

ャッシュフロー計算書、貸借対照表、決算附属書類等を添付しておりますので、御確認ください。 

 以上で、「令和５年度上三川町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」の説明を終わ
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ります。 

○議長【稲川 洋君】 提案理由の説明が終わりましたので、ここで監査委員の審査意見を求めます。

舘野代表監査委員。 

（代表監査委員 舘野治信君 登壇） 

○代表監査委員【舘野治信君】 お手元に配付されております資料「令和５年度上三川町一般会計・特

別会計歳入歳出決算、水道事業会計決算、下水道事業会計決算並びに基金運用状況等の審査意見書」に

ついて御報告申し上げます。 

 朗読を省きまして主な内容についての御説明といたしますので、御了承いただきたいと思います。 

 意見書の１ページを御覧ください。「１の審査の対象」から「４の審査の結果」でございますが、審

査の対象は、令和５年度の一般会計、特別会計、水道事業会計及び下水道事業会計の決算であります。

審査は、事前の書類審査の後、８月の１９、２０日の２日間、田村監査委員とともに各課ヒアリングを

行いました。 

 審査の方法でありますが、決算関係諸帳簿のほか、内容確認のため、関係職員に対するヒアリングと、

令和５年度及び令和６年度の例月現金出納検査、並びに令和５年度の定例監査の結果も参考にいたしま

した。 

 審査の結果につきましては、一般会計、特別会計及び水道事業会計、下水道事業会計の決算書、帳簿

類を照合したところ正確であり、それぞれの目的に従って執行され、内容も適正であると認められまし

た。 

 また、財産に関する調書は、計数は正確であり、その管理状況は適正に行われているものと認められ

ました。 

 本町の財政全般を見た場合、財政指標はやや後退しているものの、おおむねよい値を示しております。 

 また、起債残高についても企業会計分を含む町全体の残高は減少してきております。依然として物価

高騰などの影響を受け、町税、あるいは各種徴収金の大幅な増収は見込めないことが予想されるため、

適正な財政運営のためにも、歳入を中期的に予測し、計画的な財源確保策を講じるとともに、事業実施

による課題を明確にし、既存の施策、事業の再構築や最適化などに取り組むことにより経常収支比率の

実質的な改善を図っていただきたいと思います。 

 また、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療においては、事業の健全な運営のため、関

係機関と連携・協力し、引き続き給付費の抑制のため、取組みを進めていただきたいというふうに思い

ます。更に、利用者負担の公平性の観点から、保険料滞納の抑制のため、早期対応、計画的な徴収など、

徴収業務についての努力をお願いしたいと思います。 

 会計全般として、一般会計及び特別会計の不用額は９億５,６４７万８,５０２円で、前年度

比１１.９％の減となり、不用額の削減について努力は認められましたが、一部の会計又は科目におい

て多額の不用額が生じている状況も見受けられました。引き続き予算に対する全般的な姿勢を見直すな

ど、不用額抑制の対策を講じることを求めます。また、予算編成時に支出額をより的確に検証した予算

措置を行い、予算の有効活用を図っていただきたいと思います。 

 ２ページを御覧ください。５の決算の概要について御説明します。 
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 （１）の総括でありますが、決算額は一般会計と特別会計を合わせ、歳入総額２０４億７,８６２

万２,４６３円、歳出総額で１９２億１,３０８万３,８４６円となっております。一般会計は翌年度へ

繰り越すべき財源１億６,４７３万３,６５２円を差し引いた実質収支額は７億１,２６０万７,３５０円、

特別会計は、翌年度へ繰り越すべき財源はなく、実質収支額は３億８,８１９万７,６１５円となってお

り、いずれも黒字決算を計上しております。 

 ３ページをお願いします。（２）の一般会計について御説明します。 

 「アの歳入について」でございますが、総額１４３億４,８０３万４,５７５円で、前年度と比較する

と１６億３,０７６万４９３円の増となっております。歳入に占める自主財源は８３億１,２８５

万１,０００円、構成比で５７.９％、うち町税は６４億５,０８６万１,０００円で、徴収率

は９７.８％、前年度と比較すると０.２ポイント上昇しております。町税は歳入の根幹をなす重要なも

のであり、また負担公平の観点からも、引き続き徴収率の向上のため努力をお願いいたします。 

 歳入全体としては、他団体に比べ自主財源比率は高いほうではあるものの、本町の財政事情として、

法人町民税の変動に伴い、各年度の増減の差が大きく、歳入状況は不安定であること、また、雇用、所

得環境が緩やかに改善しつつあり、個人所得は着実な増加が続くと見込まれますが、依然として物価高

騰などの影響を受け、町税、各種徴収金の大幅な増収は見込めないと予想されることから、今後とも中

長期的な計画に基づいた財源の確保に努め、財政運営の安定化策を講じていただきたいと思います。 

 ４ページを御覧ください。「イの歳出について」でございますが、総額は１３４億７,０６９

万３,５７３円で、前年度と比較すると１８億６,６４９万７,２３９円の増となっております。歳出に

占める構成比では、民生費３３.９％、教育費２０.４％、土木費９.９％、総務費９.１％の順となって

おります。性質別構成比では、扶助費２０.８％、普通建設事業費１８.５％、補助費等１８.２％、物

件費１４.０％の順となっております。 

 歳出全般で見ますと、前年度と比較して総じて増加に転じており、特に扶助費は歳出に占める割合も

大きいことから、財政への影響が懸念されます。また、公共施設やインフラ施設等の維持、改修などの

増加が見込まれることから、中長期的な財政計画の検討をお願いいたします。更に、デジタル技術を駆

使した町民の利便性の向上や事務の効率化を積極的に進め、持続的に発展できるまちづくりを進めてい

ただきたい。そのために既存の事務事業の在り方や基準を明確にするなどの整理を行い、引き続き行財

政基盤の強化を図っていただきたいと思います。 

 （３）の特別会計について御説明します。 

 「アの国民健康保険事業」でございますが、歳入総額２９億７,９５２万９,２１５円、歳出総額

は２８億５,６８０万６６５円で、歳入歳出差引額は１億２,２７２万８,５５０円となっております。

歳入の保険税の徴収率は８０.０％で、前年度と比較すると１.９ポイント上昇しております。 

 歳出の保険給付費は２０億１,８９４万７,０７７円で、前年度比較すると５,０９８万３,６６０円の

増と、近年増加傾向にございます。 

 歳入においては、物価高騰の影響により保険料の大幅な増収が見込めないと予想されることや高齢化

などにより保険給付費が今後も高額になると見込まれるため、引き続き保険給付費の抑制に努力され、

財政運営の安定化を求めるものであります。 
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 ６ページを御覧ください。「イの介護保険事業」でございますが、歳入総額は２５億１,００９

万３,９７８円、歳出総額は２２億５,３０７万７,２６９円で、歳入歳出差引額は２億５,７０１

万６,７０９円となっております。保険料の不納欠損額が大幅に増加しているため、負担公平の観点か

らも未済額の解消の努力を求めるものであります。 

 「ウの後期高齢者医療」でございますが、歳入総額は３億２,６３８万５,４６９円、歳出総額は３

億２,２１４万２,２０３円、歳入歳出差引額は４２４万３,２６６円となっております。保険料の収入

未済額が減少し、徴収率も前年度より向上しているので、引き続き未済額の解消に向けての御努力をお

願いいたします。 

 「エの農業集落排水事業」でございますが、歳入総額は３億１,４５７万９,２２６円、歳出総額３

億１,０３７万１３６円、歳入歳出差引額は４２０万９,０９０円となっております。水質改善、環境改

善のため、農業集落排水処理の接続率の低い地区への対策が必要と思われます。 

 （４）の水道事業会計について御説明します。 

 収益的収支では、純利益６,０９３万４,３６９円でありますが、これを上回る投資をしており、今後

も施設の老朽化について、計画的かつ継続的な対応を検討され、また、有収水量の向上のため、より一

層漏水対策等に努められることを期待いたします。 

 ８ページをお願いいたします。（５）の下水道事業会計について御説明します。 

 収益的収支では、純利益３,３１６万２,１１７円でありますが、歳入は一般会計補助金に依存してお

り、加えて企業債元利償還による支出もあることから、厳しい運営状況にあるものと思われます。下水

道未整備地区の整備を進めるとともに、加入推進等による接続率の向上に努力を求めるものであります。 

 ９ページを御覧ください。（６）の財産について、主なもののみ御説明します。 

 まず、「アの公有財産」の「（ア）の土地及び建物」についてでございますが、土地は９１

万４,３４９.３８平米で、前年度より２,３３０平米の増、これは町道拡幅に伴う調整池等を整備した

ことによるものでありました。建物は１０万６,５３８.０５平米で、前年度より３,２６３.９６平米の

増で、ＯＲＩＧＡＭＩプラザ及び屋根付広場の新築によるものでありました。 

 次に、「エの基金」でございますが、令和５年度末現在、基金として積立てがあるものは１４基金で、

総額６４億６,５９９万９,６０６円、前年度と比較すると３億８,０６１万６,５３７円の減となってお

ります。 

 １０ページを御覧ください。（７）の町債の状況について御説明します。 

 令和５年度末の町債残高は、一般会計６０億８,０６４万９,０００円、農業集落排水事業特別会

計１８億６,８１５万５,０００円、企業債残高は、水道事業会計７億７,５５９万２,０００円、下水道

事業会計４３億７,０１６万７,０００円となっております。 

 これら４会計を合計した町債・企業債の合計残高は１３０億９,４５６万３,０００円で、前年度と比

較すると４億２,０００万円の減となっております。引き続き、適切な管理をお願いいたします。 

 １１ページをお願いいたします。（８）の財政指標の状況について御説明します。 

 「アの財政力指数」は３カ年平均で０.９３４、前年度より０.０１４ポイント低下しております。 

 また、単年度ベースで０.９３７、前年度より０.００５ポイント低下し、前年度に引き続き１.０を
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下回り、普通交付税の交付団体となっております。 

 「イの経常収支比率」は８５.１％で、前年度より１.６ポイント上昇しております。 

 「ウの実質公債比率」は３カ年平均で７.３％、前年度より０.７ポイント低下したものの、早期健全

化基準２５.０％を大きく下回っております。 

 「エの将来負担比率」は、充当可能財源等が将来負担額を上回るため、算定されませんでした。 

 以上、決算審査の概要でございます。決算審査の詳細につきましては、審査意見書を参照していただ

きたいと存じます。 

 最後に、物価高騰による景気の悪化は、依然として社会に大きな影響を及ぼしており、町税や各種徴

収金の大幅な増収は見込めないと予想されます。 

 先ほど申し述べましたとおり、財政指標はおおむね良好な数値を示しておりますが、本町の特徴であ

る町税収入額の増減による財政運営の不安定にも注視し、歳入においては中期的計画に基づいた財源確

保、歳出においては将来を見据えた安定した財政運営を努められるようお願いいたしまして、審査意見

の報告を終わります。 

○議長【稲川 洋君】 ここで、会計管理者より訂正の申出がありましたので、これを許します。会計

管理者。 

○会計管理者【日野妙子君】 先ほど、私のほうから一般会計の決算の説明に当たりまして誤りがござ

いましたので、訂正させていただきます。 

 ９３、９４ページを御覧ください。 

 予備費充当の主なものについて御説明した中で、第６款の農林水産業費、第１項農業費、６目改善セ

ンター費の１５節原材料費と御説明しましたが、段がずれておりまして、その上の１４節工事請負費の

ほうの誤りでした。こちらが１１７万７,０００円の予備費充当については、落雷による改善センター

の高圧開閉器が破損し、交換が必要となったために充当した内容となっております。申し訳ありません

でした。 

 以上です。 

○議長【稲川 洋君】 監査委員の審査意見報告が終わりました。これから質疑を行います。 

 最初に、議案第６１号「令和５年度上三川町一般会計歳入歳出決算の認定について」の質疑をお願い

いたします。質疑はありませんか。７番、志鳥勝則君。 

○７番【志鳥勝則君】 決算質疑において何度か質問しましたが、決算書の３５、３６ページ、一番上

の第２０款第３項２目住宅新築資金等貸付金元利収入ということなんですけども、調定額に対して、調

定額２,９１６万３,０４６円、通常ですと予算というのは、これだけ収入未済があるということなので、

予算書のほうもこれに近い金額が予算化されてもいいんじゃないかと思うんですけども、当初予算

で１７万１,０００円ということで、収入済金額が１２万円、収入未済額が２,９０４万３,０４６円と

いうことです。もう５０年ぐらいたっているんですよね、これについては。何かこれを見ると、普通だ

ったら調定額以上の金額が当初予算に組まれるんじゃないかと思うんですけども、徴収意欲があるのか

どうか、この辺のところがちょっと疑わしいということで、どういった事情になっているのか、お伺い

したいと思います。 
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○議長【稲川 洋君】 執行部の答弁を求めます。 

 健康福祉課長。 

○健康福祉課長【海老原昌幸君】 ただ今の御質問についてお答えいたします。 

 この度、収入済額は今回１２万円ということで、当初予算は１７万１,０００円ということで見込ん

でおりましたが、収入未済、現在、調定として６人の方の分がございますが、毎月お支払いをいただい

ていたりする分もございますので、そういった中で収入のほうの見込みは１７万円ということで、その

ぐらいは入ってくるだろうということで見込んでおりましたが、毎月の収入のほうが、毎月というか、

分割でお支払いいただいている方もいらっしゃるので、その金額が結果的には１２万円という形でござ

いました。 

 以上です。 

○議長【稲川 洋君】 志鳥勝則君。 

○７番【志鳥勝則君】 毎年毎年の決算書を見ると、いつもこんなような数字なんですよ。それで、貸

付けが始まった当初からもう５０年がたっていると思うんですよ。収入未済額が３,０００万円近くあ

るわけですよ。それを取るぞというふうな意気込みが予算額に、当初予算の収入見込額に上がってきて

いないんですよ。１２万円は入ってくるだろう、今年も。だから、１７万円ぐらいでいいだろうと。そ

ういうような感覚じゃなくて、３,０００万円近い未収入額が５０年近く続いているんですから、これ

からこの収入未済額を改善するというようなことで、当初予算額がもう少し大幅な大きい金額になって

もいいんじゃないかと思うんですけども、もう５０年経過している。このまま５０年たつと１００年で

すよ。どこかで解決しなくちゃならないでしょう。その辺のところ、どう考えていますか。 

○議長【稲川 洋君】 健康福祉課長。 

○健康福祉課長【海老原昌幸君】 ただ今の御質問についてお答えいたします。 

 議員おっしゃるように、こちらの資金のほうは貸付けから結構年数がたっているということで、今後、

こういった収入未済分については、今後、予算の時期において適正な、適正といいますか、こちらの収

入未済の分も今後どのような形で解決していくか検討していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長【稲川 洋君】 志鳥勝則君。 

○７番【志鳥勝則君】 納税者として課せられた町税等は、３年、あるいは５年で不納欠損に処分して

いるわけですよ。財産がある方については、財産を差し押さえてまでも金に換価しているわけですよ。

こういったことを考えていますか。 

 それと、多分もうこれは借り受けた本人から町の徴収の仕方によって時効を訴えられたときに多分時

効が成立しちゃうと思うんですよ。その辺のところはどう思っていますか。 

○議長【稲川 洋君】 健康福祉課長。 

○健康福祉課長【海老原昌幸君】 ただ今の御質問についてお答えいたします。 

 それぞれの案件について確認いたしまして、どのような形にするか、その辺はちょっと個々の案件で

ございますので、それぞれの案件について確認して処理していきたいと考えております。 

 以上です。 
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○議長【稲川 洋君】 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【稲川 洋君】 質疑なしと認めます。これで議案第６１号の質疑を終わります。 

 次に、議案第６２号「令和５年度上三川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」

から議案第６７号「令和５年度上三川町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」まで

の６議案につきましては、一括して質疑をお願いいたします。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【稲川 洋君】 質疑なしと認めます。これで議案第６２号から議案第６７号までの質疑を終わ

ります。 

 お諮りします。ただ今上程中の議案第６１号から議案第６７号までにつきましては、議会運営委員長

報告のとおり、決算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【稲川 洋君】 異議なしと認めます。したがって、決算特別委員会を設置し、これに付託し、

審査することに決定いたしました。 

 決算特別委員の定数につきましては、各常任委員から３人の計６人及び副議長とし、７人をもって構

成したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【稲川 洋君】 異議なしと認めます。したがって、決算特別委員の定数は７人と決定いたしま

した。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【稲川 洋君】 ここで、各常任委員会からの決算特別委員選考のため、暫時休憩いたします。

この間に各常任委員会で協議し、３人の委員を選考してください。 

午後２時０４分 休憩 

 

午後２時１０分 再開 

○議長【稲川 洋君】 それでは、休憩前に復して会議を開きます。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【稲川 洋君】 各常任委員会における決算特別委員の選考結果について、これより、委員長の

報告を求めます。 

 初めに、総務文教常任委員長の報告を求めます。４番、田﨑幸夫君。 

○４番・総務文教常任委員長【田﨑幸夫君】 総務文教常任委員会からは、稲見委員、副委員長の松本

委員と私、委員長の田﨑、３人で行います。 

○議長【稲川 洋君】 次に、産業厚生常任委員長の報告を求めます。７番、志鳥勝則君。 

○７番・産業厚生常任委員長【志鳥勝則君】 産業厚生常任委員会のほうからは、志鳥委員長、篠塚副

委員長、隅内委員ということで３人を選出しました。 
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○議長【稲川 洋君】 決算特別委員の選任についてお諮りいたします。 

 総務文教常任委員会から、田﨑幸夫君、松本信明君、稲見敏夫君、産業厚生常任委員会から、志鳥勝

則君、篠塚啓一君、隅内和男君、以上６人に副議長、小川公威君を加え、７人の委員を指名したいと思

います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【稲川 洋君】 異議なしと認めます。したがって、ただ今指名した委員を選任することに決定

いたしました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【稲川 洋君】 ここで決算特別委員会の正副委員長の互選のため暫時休憩いたします。委員に

選任された方は応接室にお集まりください。他の議員は着席のままでいてください。 

午後２時１２分 休憩 

 

午後２時１４分 再開 

○議長【稲川 洋君】 それでは、休憩前に復して会議を再開いたします。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【稲川 洋君】 正副委員長の互選の結果について、代表者より報告を求めます。１３番、小川

公威君。 

○１３番【小川公威君】 決算特別委員会ですが、委員長に田﨑幸夫委員、副委員長に志鳥勝則委員、

以上でやりたいと思います。 

○議長【稲川 洋君】 ただ今報告のとおり、委員長に田﨑幸夫君、副委員長に志鳥勝則君と決定しま

した。 

 お諮りいたします。会議規則第４６条第１項の規定により、常任委員会に付託しました議案第５１号

から議案第５５号までにつきましては９月１３日までに、決算特別委員会に付託しました議案第６１号

から議案第６７号までについては９月１９日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思

います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【稲川 洋君】 異議なしと認めます。したがって、議案第５１号から議案第５５号までについ

ては９月１３日までに、議案第６１号から議案第６７号までについては９月１９日までに審査を終了す

るよう期限をつけることに決定いたしました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【稲川 洋君】 本日はこれで散会といたします。 

 なお、明日、明後日は休会とし、９月９日は午前１０時から一般質問を行います。お疲れさまでした。 

午後２時１６分 散会 


